
東京都における
具体的な取組

第３章



１ 「 当事者である子供の権利擁護の取組の充実 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

１ 子供の意見表明等支援 

 子供を権利の主体として尊重し、子供の意見を踏まえた援助を行うためには、子

供本人や周りの大人が意見表明の重要性を理解し、その上で子供の考えを整理して

意見を形成するための支援と、形成した意見を大人に伝えるための支援が必要です。

また、権利侵害に具体的に対応するための仕組みも重要です。 

 

（１）子供や周りの大人に対する権利の啓発 

 〇 守られるべき権利や困ったときの相談方法を子供に周知するため、小学生以上

の措置児童には子供の権利ノートを、幼児・障害児の措置児童には権利の説明動

画や意見表明を補助するカードを、一時保護児童にはリーフレットをそれぞれ活

用して、啓発を実施しています。 

 

 〇 子供の権利については、一時保護や措置の際に児童福祉司から、日々の生活の

中で里親や施設職員から子供に説明するほか、児童養護施設に入所する小学生以

上の措置児童を対象として、都職員による子供の権利ノートの説明訪問を定期的

に実施しています。 

 

 〇 子供の周りにいる大人が権利擁護の重要性を理解し実践できるよう、児童相談

所職員、里親、施設職員等を対象に、子供の権利擁護の意義やポイント等を解説

するハンドブックを作成し、配付しています。 

 

 〇 ハンドブックの内容等を踏まえた「被措置児童等の権利擁護に関する説明会」

を開催し、子供の権利擁護の重要性、権利の説明動画や意見表明を補助するカー

ドを活用した子供への権利の説明及び意見表明等支援の実践、都が新たに開始し

た児童福祉審議会への申立てや意見表明等支援事業などの取組等について解説し

ています。 

 

 

（目指す方向性） 

〇 子供の権利の更なる啓発を実施します。 

 

〇 意見表明等支援員の導入を促進します。 

 

〇 子供の権利を守るための仕組みを適切に運用します。 

 

〇 被措置児童等虐待により速やかに対応する体制を整備します。 
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 〇 一時保護所や施設では、意見表明権の保障として第三者委員や意見箱を活用し、

子供の年齢や発達状況に応じた意見聴取を実施しています。 

 

 〇 児童養護施設における第三者委員や意見箱の活用例をまとめた事例集を作成し

て児童相談所、一時保護所、児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム

に配付し、運用の底上げを図ります。 

 

（２）意見表明等支援事業の実施 

 〇 令和６年４月施行の改正児童福祉法に、子供の意見表明等を支援する体制の整

備に努めることが規定されました。 

 

 〇 都は、改正児童福祉法を踏まえた意見表明等支援の新たな仕組みとして東京都

児童福祉審議会が取りまとめた「児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する

仕組み（子供アドボケイト）の在り方について」を踏まえ、令和５年度に、面談

等を通じて子供の意見形成や意見表明を支援する意見表明等支援員を措置決定、

里子の生活、児童福祉審議会への申立ての場面に導入するための具体的な方法を

検討しました。 

 

 〇 令和６年９月から、一部の一時保護所入所中及び里親委託中の子供を対象とし

て、意見表明等支援員による訪問・面談をモデル的に開始しています。 

 

 〇 モデル実施に当たっては、児童相談所等の関係機関からの独立性を確保するた

め、民間の事業者に委託して意見表明等支援員を養成するほか、意見表明等支援

の経験が豊富な者等によるスーパーバイズの体制を確保しています。 

 

 〇 子供、職員にアンケートを実施し、意見表明等支援員との面談、意見の伝達、

伝達した意見へのフィードバック等について検証し、意見表明等支援員の導入先

拡大を検討していきます。 

 

 

（３）子供の権利を守るための仕組み 

 〇 子供の権利に関する専門的な相談と権利侵害に具体的に対応するため、子供か

ら虐待、いじめ、体罰等の悩みや訴えを受け付ける「子供の権利擁護専門相談事

業」を平成１６年度から実施しています。 

 

 〇 フリーダイヤルで直接子供から相談を受けるほか、一時保護児童は相談用紙で、

措置児童は相談はがきでも受け付けています。 
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〇 深刻な相談の場合は、弁護士や学識経験者で構成する子供の権利擁護専門員が

調査を行い、中立的な第三者の立場から、必要な助言や調整活動を実施していま

す。 

 

 〇 措置内容に関する相談については、子供の権利擁護専門員による調整活動を経

てもなお納得できない場合に、子供本人が児童福祉審議会に申し立てることがで

きる制度を、令和６年度から開始しています。 

 

 

２ 被措置児童等虐待への対応 

 〇 里親や施設職員を対象とした研修会等の機会を捉えて、「子供の権利擁護」や「被

措置児童等虐待の防止」をテーマとした講義を実施しています。 

    

 〇 施設等における被措置児童等虐待事案については、子供本人からの届出や周り

の者からの通告を受け、児童福祉法の規定に基づいて子供の安全確保、事実関係

の調査、施設等への指導等を実施しています。 

 

 

 課題と取組の方向性  

１ 子供の意見表明等支援 

＜課題１＞子供の権利に関する更なる啓発 

〇 子供の権利ノートは、直近の改訂から１０年以上が経過しているため、この間

の児童福祉法の改正内容を反映する必要があります。 

 

〇 一時保護児童に配付しているリーフレットは、子供に権利があることの説明や

相談すべき困りごとの例示に留まっていることから、子供の権利に関する具体的

な記載が必要です。 

 

〇 児童養護施設の入所児童を対象とした子供の権利ノートの説明訪問を実施して

いますが、子供の権利ノート、権利の説明動画、意見表明を補助するカード等は、

委託家庭や入所施設により活用状況に差があるほか、全ての子供が意見表明の相

手方となる児童福祉司、里親、施設職員等以外の第三者から定期的に説明を受け

ることも重要です。 

 

 〇 子供の周りにいる大人が権利擁護の重要性を理解し実践するとともに、子供に

権利の説明を十分にできるよう、里親や施設職員等に対して継続的に啓発を実施

していくことが必要です。 
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＜課題２＞意見表明等支援員の導入先拡大 

〇 モデル実施の結果を踏まえ、効果的な意見表明等支援の方法や十分な担い手の

確保等、導入先の拡大に向けた検討が必要です。 

 

〇 子供が意見表明をできているか、意見表明を支援するための制度を知っている

か、支援に満足しているか等、意見表明等支援の実施方法や支援内容を継続的に

検証することが必要です。 

 

〇 児童相談所設置区においても意見表明等支援を実施していますが、取組状況が

それぞれ異なるため、全ての子供が意見表明等支援事業を利用できる体制を整え

ることが必要です。 

 

 

 

（取組１－２）子供に対する権利の啓発の更なる推進 

〇 子供が意見表明の相手方以外の第三者から権利の説明を受ける機会を確保す

るため、子供の権利ノートの説明訪問先を拡大します。 

 

〇 権利の説明動画や意見表明を補助するカードを活用した、幼児・障害児への説

明訪問を実施します。 

（取組１－１）子供の権利ノート等の改訂 

 〇 子供の権利ノートを見直し、意見表明権の保障や児童福祉審議会への申立て制

度など、改正児童福祉法を踏まえた内容に改訂します。 

 

〇 子供の権利ノートの改訂内容をもとに、一時保護児童に配付するリーフレット

の見直しを検討します。 

（取組１－３）里親や施設職員等に対する子供の権利の啓発の更なる推進 

 〇 年齢、発達状況、障害特性など子供に応じた意見表明等支援の方法、子供の権

利ノート、権利の説明動画、意見表明を補助するカードの効果的な活用方法等を

習得できるよう、被措置児童等の権利擁護に関する説明会をより実践的な内容に

見直します。 

 

 〇 児童相談所職員、里親やファミリーホームの職員、乳児院、児童養護施設、児

童自立支援施設、自立援助ホーム、障害児施設、母子生活支援施設等の入所施設

の職員など、子供の周りにいる大人が幅広く説明会に参加できるよう検討しま

す。 
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＜課題３＞子供の権利を守るための仕組みの適切な運用 

〇 児童福祉審議会に子供本人が申し立てることができる制度は、児童相談所設置

区においても運用しており、それぞれ相談窓口や申立て方法等が異なるため、子

供に分かりやすく周知するとともに、他自治体の子供から相談を受けた場合に、

適切に該当自治体につなぐことができるよう連携していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被措置児童等虐待への対応 

＜課題４＞被措置児童等虐待へのより速やかな対応 

 〇 被措置児童等虐待の事案を引き続き適切に把握するとともに、被害児童の権利

擁護等のため、より速やかに調査を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２－１）意見表明等支援員の導入先の拡大 

〇 モデル実施の結果を踏まえ、保護や措置の状況に応じた効果的な訪問、面談

の方法や都内全域で実施するために必要な担い手の確保等について検討しま

す。 

（取組３）子供本人申立て制度のより分かりやすい周知 

 〇 児童福祉審議会への子供本人申立て制度について、児童相談所設置区の取組状

況等も踏まえ、周知内容の見直しを検討します。 

 

〇 子供の権利擁護専門相談事業において、引き続き権利侵害事案に対する丁寧な

相談、助言、調整活動を実施していきます。 

（取組２－２）意見表明等支援事業を検証する仕組みの構築 

〇 子供へのアンケート調査を通じて、子供の権利の理解度、意見表明や支援体

制の満足度等を把握し、子供の希望に応じた効果的な意見表明等支援の実施に

ついて検証します。 

（取組４）被措置児童等虐待の過去事例の整理・分析を調査等に活用 

 〇 被措置児童等虐待事案に迅速に対応するため、過去事例を整理・分析し、調査

や事実認定の効率化に活用していきます。 

（取組２－３）児童相談所設置区と連携した意見表明等支援の実施 

〇 児童相談所設置区と成果や課題を共有し、広域で円滑に意見表明等支援を実

施できるよう連携します。 
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 評価指標  

取組 指標名 現状 目標値 

取組１－３ 社会的養護に関わる関係職員

（児童相談所、一時保護施設、

里親・ファミリーホーム、施

設、里親支援センター、児童

家庭支援センター、意見表明

等支援事業の委託先団体等の

職員）及び子供自身に対する

子供の権利や権利擁護手段に

関する研修や啓発プログラム

等の実施回数、受講者等数 

・被措置児童等の権

利擁護に関する説明

会（全１０回、参加

者２５３名） 

（令和６年度） 

・子供の権利ノート

説明訪問（１８か所、

参加者５３１名） 

（令和６年度） 

・被措置児童等

の権利擁護に

関する説明会

（全希望者が

参加） 

・子供の権利ノ

ート説明訪問

（全対象施設

等を３年ごと

に訪問） 

取組２－１ 

取組２－２ 

意見表明等支援事業を利用可

能な子供の人数及び事業を利

用した子供の人数、第三者へ

の事業委託状況（子供と利益

相反のない独立性を担保して

いるか） 

・利用可能な子供の

人数（１４３名） 

（令和６年１２月） 

・利用した子供の人

数（１４１名） 

（令和６年１２月） 

・第三者への委託は

実施済み 

（令和６年度） 

※意見表明等支援員

のモデル導入におけ

る実績 

※利用した人数は、

面談した児童の延べ

人数 

・利用可能な子

供の割合（１０

０％） 

・引き続き適切

な団体へ委託 

共通 措置児童等を対象とした子供

の権利擁護に関する取組に係

る子供本人の認知度（知って

いるか）・利用度（利用したこ

と が あ る か 、 利 用 し や す い

か）・満足度（利用してどうだ

ったか） 

・認知度（９７％） 

（令和６年１２月） 

・利用度（９９％） 

（令和６年１２月） 

・満足度（９０％） 

（令和６年１２月） 

※意見表明等支援員

のモデル導入におけ

る調査による 

※利用度は、面談し

た児童の延べ人数を

基に積算 

・全ての子供が

権利擁護に関

する取組を認

知し利用でき

るよう周知徹

底 

・引き続き高い

満足度を維持

できるよう子

供の意見を適

切に把握 
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取組 指標名 現状 目標値 

取組１－１ 措置児童等を対象とした子供

の権利に関する理解度（子供

の気持ちや意見についてどの

ように大人が考えたり、対応

するか説明されているか） 

３３％ 

（令和６年度） 

※一部の措置児童を

対象とした調査によ

る 

子供が権利に

ついて知る機

会を適切に確

保 

取組１－１ 

取組２－１ 

取組２－２ 

措置児童等を対象とした日頃

から意見表明ができる子供の

割合（周りの人に気持ちや意

見を言えているか、児童相談

所の人に伝えたいことを伝え

られているか）及び意見表明

に係る満足度（周りの人は話

を聴いてくれるか、気持ちや

意見が大切にされていると感

じるか、児童相談所の人にも

っ と 会 い に 来 て も ら い た い

か） 

・意見表明ができる

子供の割合（６５％） 

（令和６年度） 

・意見表明に係る満

足度（６２％） 

（令和６年度） 

※一部の措置児童を

対象とした調査によ

る 

全ての子供が

意見表明をで

きるよう希望

に応じた支援

を実施 

取組３ 児童福祉審議会における子供

の権利擁護に関する専門部会

又はその他の子供の権利擁護

機関の設置状況、当該専門部

会又は権利擁護機関に対して

子供から意見の申立てがあっ

た件数 

 

 

 

 

 

・児童福祉審議会子

供権利擁護部会の設

置 

（令和６年度） 

・児童福祉審議会へ

の子供からの申立て

件数（１件） 

（令和６年１２月） 

・引き続き適切

な 審 議 体 制 を

確保 

・引き続き適切

に 申 立 て 制 度

を運用 

共通 社会的養護施策策定の際の検

討委員会への当事者である子

供 （ 社 会 的 養 護 経 験 者 を 含

む。）の委員としての参画の有

無や措置児童等に対するヒア

リングやアンケートの実施の

有無 

・児童福祉審議会専

門部会等における社

会的養護経験者の委

員任用及び子供への

アンケート実施 

（令和６年度） 

引き続き実施 
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主な施策  

・子供の権利擁護専門相談事業  

子供たちから虐待、いじめ、体罰等の権利侵害に関する相談を受け、深刻な権利

侵害事例について、子供の権利擁護専門員が事実関係の調査や関係機関との調整な

どを実施しています。フリーダイヤルで直接子供から相談を受けるほか、一時保護

児童は相談用紙で、措置児童は相談はがきでも受け付けています。 

 

・【拡充】被措置児童に対する子供の権利の啓発 

  児童養護施設等を訪問し、子供の権利ノートや幼児、障害児向け動画等を活用し 

た子供の権利の啓発を実施します。また、施設職員等を対象とした被措置児童等の

権利擁護に関する説明会を開催し、権利擁護の重要性や啓発物の活用方法等を説明

します。 

 

・【拡充】意見表明等支援事業 

子供の考えを整理し周りの大人に伝えることを支援する意見表明等支援員が、措 

置内容や里子の生活に関することについて、面談等を通じて子供の意見形成を支援

したり、子供の希望に応じて意見表明の支援や意見の代弁を行います。 
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コ ラ ム   被措置児童等の権利擁護に関する 説明会の実施 

～子供の最善の利益は、 子供の意見表明の先にあ る ～ 

 

○ 令和６ 年４ 月施行の改正児童福祉法を 踏ま え た 、 権利擁護のた めの環境整備や

意見表明等支援の体制整備の取組と し て 、 児童相談所職員、 里親、 施設職員等を

対象と し た 「 被措置児童等の権利擁護に関する 説明会」 を 開催し て いま す。  

 

○ 子供の周り にいる 大人が権利擁護の重要性を 理解し 実践する と と も に、 子供に

十分な 権利の説明ができ る よ う 、 継続的な 啓発を 実施し て いき ま す。  

 

「 子供の最善の利益は、 子供の意見表明の先にあ る 」 を ス ロ ーガ ン に掲げ実施 

 

○ 説明会は、 施設種別等に応じ て 実施回を 分け 、  

それぞれの養育環境に合わせた 内容を 盛り 込み 

ま し た が、 共通する ス ロ ーガ ン と し て 「 子供の 

最善の利益は、 子供の意見表明の先にあ る 」 と  

いう 考え 方を 掲げま し た 。 参加者から は、 ス ロ  

ーガン があ る こ と で、 目的が印象付け ら れて 良 

かっ た と いう 声があ り ま し た 。  

 

○ ま た 、 日々の生活の中で職員等が子供に、 守ら れる べ 

 き 権利や意見表明の重要性を 説明し 、 子供が十分に理解 

でき る よ う 、 都が新た に作成し た 幼児・ 障害児に対する  

権利の説明動画や意見表明ツ ールの使い方等も 解説し ま  

し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

○ さ ら に、 参加者同士のディ ス カ ッ シ ョ ン と し て 、 身近な 言葉遣いの振返り 、 意

見表明等支援の方法、 権利の説明動画や意見表明ツ ールを 活用し た コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を テ ーマ に意見交換を 行いま し た 。 参加者から は、 ディ ス カ ッ シ ョ ン を す

る こ と で理解度が上がっ た 、 も っ と ディ ス カ ッ シ ョ ン の回数や時間を 増やし て 他

の施設の方と 情報共有を し た い、 な ど の意見があ り ま し た 。  

 

 

▲令和６ 年度の 説明会の 様子 

▲話し た い こ と に 〇を 書い て  
伝え ら れる 意見表明ツ ール ▲幼児向け 説明動画の 画面の 一部 
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２ 「 パーマネンシー保障の考え方に基づく支援体制の構築 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

１ 困難を抱える妊産婦を含む子供や家庭に対する支援体制の構築及び予防的支援の

充実 

〇 児童福祉法・母子保健法の改正により、児童福祉部門と母子保健部門が一体と

なり妊娠期から包括的な相談支援を実施するこども家庭センターの設置が各区市

町村へ努力義務化されました。都は、こども家庭センター体制強化事業の実施に

より、こども家庭センターの設置を促進しています。 

 

〇 とうきょうママパパ応援事業を通じて、妊娠期から子育て期にわたる切れ目な

い支援体制を整備する区市町村への支援を強化しています。 

 

〇 妊娠・出産・子育ての不安に対応する相談支援、研修等を実施しています。 

 

〇 虐待の未然予防や特定妊婦1等に対するサポートを関係機関と連携して実施す

る区市町村を支援しています。 

 

 

２ 児童相談所のケースマネジメント体制の充実強化 

児童相談所は、児童福祉法第 27 条第１項第３号に基づき、里親等への委託又は

児童福祉施設等への措置を必要とする場合においては、家庭養育優先原則とパーマ

ネンシー保障の理念に基づき、まずは親族里親、養子縁組里親、養育里親若しくは

専門里親又はファミリーホームの中から、こどもの意見又は意向や状況等を踏まえ

つつ、こどもにとって最良の養育先とする観点から、代替養育先を検討する必要が

あります。 

【児童相談所運営指針より抜粋】 

 

 

 
1出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦  

 

（目指す方向性） 

〇 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の実施・充実を図ります。 

 

〇 家庭養育優先原則とパーマネンシー保障に基づくケースマネジメントを徹底 

します。 

 

〇 移行期の連携体制の構築をします。 
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（１）ケースマネジメントの徹底 

 〇 児童相談所内の定期的なケースの進行管理会議では、子供や保護者の状況、家

族関係、家庭状況などを調査し、それらを総合的に評価しながら、援助方針の決

定や見直しを行っています。 

 

 〇 施設入所児童等の家庭復帰に向けては、児童とその保護者に対して、家族合同

でのグループ心理療法や、親のグループカウンセリング、家族カウンセリングな

ど、家族再統合のための様々な援助を行っています。 

 

 〇 各児童相談所に設置している里親委託等推進委員会に乳児院や児童養護施設の

職員等の参加を求め、入所児童の生活状況等を踏まえ、きめ細かに委託の可否を

検討しています。 

 

（２）里親委託、家庭復帰促進に向けた児童相談所の体制 

 〇 里親養育支援児童福祉司（常勤）及び養育家庭専門員（会計年度任用職員）が、

地域の養育家庭への支援等を担当しています。 

 

 〇 家庭復帰担当司（常勤）及び家庭復帰支援員（会計年度任用職員）が、措置中

児童の家庭復帰に向けた取組を担当しています。 

 

 

３ 移行期の連携体制の構築 

 〇 支援を要する児童への切れ目のない支援に向けて、要保護児童対策地域協議会 2

の個別ケース検討会議や実務者会議等において、関係機関同士で役割分担を明確

にした上で、連携しながらケースに対応しています。 

 

 〇 関係機関向け研修教材・研修プログラムを作成し区市町村へ提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 要保護児童の適切な保護、支援等を行うため、子供に関係する機関等により構成される機関であり、児童福祉法

により、地方公共団体はその設置に努めることとされている。 
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 課題と取組の方向性  

＜課題１＞妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の実施・充実が必要 

〇 母子保健部門と児童福祉部門が連携しながら、サポートが必要な妊婦や子育て

家庭を把握し、適切な支援につなげる体制整備を促進するため、区市町村への支

援を一層充実することが必要です。 

 

 〇 子育て家庭等に対し、妊娠期から伴走型の寄り添い支援を実施するほか、母子

保健サービスや家庭支援事業など必要な支援を提供することで、虐待等に至る前

の予防的支援を充実することが必要です。 

 

 〇 要支援家庭に対し、親子を分離することなく、在宅での生活を継続できるよう、

親の養育支援を支える取組が必要です。 

 

〇 特に支援が必要な妊産婦等への取組の充実が重要なため、地域で関係機関が連

携しながら妊産婦等をサポートする新たな仕組みや、特定妊婦等が安心して生活

できる環境整備が必要です。 

 

 
 

 

 

（取組１－２）地域での切れ目のない支援体制の充実 

 〇 面談等の伴走型相談支援や母子等への産後ケア、妊婦や子育て家庭への家事育

児サポーター派遣など、産後うつや乳幼児の虐待予防に資する取組を行う区市町

村への支援を充実します。 

 

 〇 子育て世帯訪問支援事業や子育て短期支援事業等、家庭支援事業に取り組む区

市町村の人材確保や実施促進に向けた支援を充実します。 

 

 〇 母子生活支援施設などの地域の資源を活用した母子一体型ショートステイの

立ち上げ支援や、ショートステイの協力家庭の拡大を推進します。 

（取組１－１）こども家庭センターの体制強化 

〇 こども家庭センターにおいて、妊婦や子育て家庭の悩みやニーズを適切に把

握し、寄り添い支援を行うことで虐待の未然防止へ積極的に取り組む区市町村

に対し、母子保健部門及び児童福祉部門に連携の窓口となりマネジメントを実

施する職員を配置するとともに、支援効果を測る仕組みを構築・提供し、体制

整備を促進します。 
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＜課題２＞児童相談所のケースマネジメントの徹底に向けた体制強化 

〇 区市町村の子供家庭支援センターには、心理職員が配置されており、心理的 

側面から子供や保護者への専門的な支援を行うことが期待されるものの、多くの

心理職がケースワークを担っており、専門職としての専門性を十分に発揮できて

いない実態もみられます。 

 

〇 家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づき、児童や保護者の状況

を丁寧に把握し、きめ細かなアセスメントにより子供の最善の利益を実現するケ

ースマネジメントの実践に向け、児童相談所の体制を一層強化する必要がありま

す。 

 

〇 虐待により、一時保護や入所措置等を行った子供が家庭に復帰し、地域で安心

して暮らせるための援助には関係機関の理解や在宅支援サービスが不可欠ですが、

調整に時間を要する場合があります。また、里親委託については、子供に家庭養

育を保障するために、実親の理解や委託後のきめ細かなフォロー等が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組１－３）特に支援が必要な妊産婦への支援の充実 

 〇 妊産婦のメンタルヘルス対策を推進するため、地域の関係機関が連携するため 

のネットワーク体制を構築します。 

 

○   都及び区市町村と民間事業者が連携し、家庭生活に困難を抱える特定妊婦と出 

産後の母子等への支援を充実させます。 

（取組２－１）子供家庭支援センターにおける親子支援の充実 

〇 子供家庭支援センターの心理職が児童相談所と連携し、専門的な支援が行え

るよう都のガイドラインを作成する等、専門性向上に向けた取組を進めていき

ます。 

 

（取組２－２）児童相談所の体制の一層の強化 

〇 児童相談所における専門職の計画的な増員を図ることにより、家庭養育優先

原則とパーマネンシー保障を徹底するマネジメント体制を強化します。 
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＜課題３＞切れ目のない支援に向けた連携体制の構築 

〇 児童相談所が一時保護や入所措置等を行った子供が家庭に復帰する際など、中

心となる支援者が変わる移行期においても、支援が途切れることなく関係機関同

士で連携しながら支援の連続性を保障する仕組みを構築する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２－３）進行管理の徹底とフォスタリング機関との連携強化 

 〇 まずは、児童が家庭において健やかに養育されるよう保護者を支援します。

保護者による養育が困難な児童については、親族による養育や里親等への委託

に向けて支援を行います。 

 

〇 里親等への委託を推進するため、各児童相談所における里親等委託率や課題

を定期的に共有し、進捗状況の確認を徹底します。 

 

 〇 フォスタリング機関と連携した里親へのきめ細かな支援体制を充実強化しま

す。 

 

 〇 里親家庭については、里親自らが研修講師やファシリテーターとなれる講師

養成を行い、社会的養育に関する演習方式の研修を実施するなど、里親自らが

社会的養育の担い手であることの理解を深めていきます。 

（取組３）移行期の連携体制の構築 

 〇 社会的養育にかかわる支援者や措置機関等が相互の理解を深めつつ途切れず

に支援していくための、きめ細やかな情報共有体制や取組を検討します。 

 

 〇 子供が自分の措置記録や社会的養育の記録を知ることができるように、国に

おける児童記録票の保存期間等に関する検討の動向を注視しながら、都として

保存年限や開示方法の課題等の整理を進めていきます。 

   また、子供の知る権利の保障の観点から、子供が生い立ちの整理などをする

ための支援を行います。 
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 評価指標  

取組 指標名 現状 目標値 

取組１－１ こども家庭センター体制強化

事業実施自治体数（都独自） 

１４自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－１ こども家庭センター設置に向

けた区市町村研修受講自治体

数（都独自） 

４７自治体 

（令和６年度） 

 

全自治体 

取組１－２ 
産後ケア事業の利用率（都独

自） 

23.1％ 

(令和４年度) 

 

増やす 

取組１－２ 都道府県と市区町村との人材

交流の実施状況 

子供家庭支援セ

ンターから児童

相談所への研修

派遣を受け入れ

ている 

 

増やす 

取組１－２ こども家庭センターにおける

サポートプランの策定状況 

３６自治体 

（令和６年度） 

 

増やす 

取組１－２ 市区町村における 子育て短

期 支 援 事 業 を 委 託 で き る 里

親・ファミリーホーム 

２３２か所 

（令和６年度） 

 

増やす 

取組１－３ 特定妊婦等への支援に関係す

る職員等に対する研修の実施

回数、受講者数 

母子保健研修等 

11 回、受講者 

9,045 名 

（令和５年度） 

研修の着実な

実施 

取組１－３ 助産施設の設置数 
38 施設 

（令和５年度） 

助産施設を引

き続き確保す

る 
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主な施策 

・【拡充】こども家庭センター体制強化事業 

妊婦及び家庭に対し、児童福祉部門と母子保健部門が一体となって妊娠期から就 

学前まで包括的な相談支援が行えるよう、支援体制を整え、児童虐待の未然防止に

取り組む区市町村を支援します。 

 

・【拡充】とうきょうママパパ応援事業 

妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を提供するため、こども家庭センタ

ーの設置促進を図るとともに、妊婦全数面接や産後ケア事業、家事・育児支

援等を行う区市町村の取組を支援します。 

 

・【拡充】子育て短期支援事業 

保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困 

難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な

場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設において一定

期間、養育・保護を行います。 

 

・【拡充】子育て世帯訪問支援事業 

  虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的に、家事・育児等に対して不安や 

負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支

援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援

を実施します。 

 

・養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により区市町村長が訪問による養育支援が必 

要であると認めた、一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を対象

とし、育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援を実施します。 

 

・一時預かり事業 

  保護者の疾病や災害等に伴い、また、育児疲れによる保護者の心理的・肉体的負 

担を軽減するため、保育所等において児童を一時的に預かる取組を実施します。 

 

・親子関係形成支援事業 

  児童との関わり方等に悩みを抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じた児童 

との関わり方等の知識や方法を身につけることが出来るよう、ペアレント・トレー

ニング等を実施するとともに、保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情

報交換できる場を設けることで、 健全な親子関係の形成に向けた支援を行います。 
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